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１ 汚水処理事業の変遷１ 汚水処理事業の変遷

3 田川市における汚水処理対策事業の取組の変遷

H4. 4
• 個人設置型浄化槽整備事業スタート

H 5. 1
• 田川市郡での流域下水道事業の取組開始・・・断念

H19. 7
• 市単独での公共下水道事業の取組開始

H26. 1
• 持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想

策定マニュアルが国から発出

H28.10
•市全域の汚水処理を下水道による集合処理から

合併処理浄化槽による個別処理へ方針転換

R1. 4
• 市町村設置型浄化槽整備事業の検討を経て、
個人設置・公的管理型浄化槽整備事業スタート



１ 汚水処理事業の変遷１ 汚水処理事業の変遷

4 汚水処理の方針転換の４つの視点

⑴ たくさんのお金をかけて大丈夫なのか？

⑵ 公平な住民サービスを提供したい。

⑶ せっかく付けた浄化槽を捨てさせるのか？

⑷ 災害への備えを万全にしたい。



１ 汚水処理事業の変遷１ 汚水処理事業の変遷

5 汚水処理の方針転換の４つの視点

⑴ たくさんのお金をかけて大丈夫なのか？

⇒ 高い初期投資や施設更新費、１度始めたら後戻りは・・・

下水道
終末処理場

＄ ＄

＄
＄ ＄

＄



１ 汚水処理事業の変遷１ 汚水処理事業の変遷

6 汚水処理の方針転換の４つの視点

⑵ 公平な住民サービスを提供したい。

⇒ 全市民の税金を限られた区域へ投入するより、市全体で汚水処理。

浄化槽で処理する区域

＄下水道で
処理する区域

＄

浄化槽で処理する区域（市全域）

＄ ＄
＄

＄＄

＄

＄

＄＄

＄

＄

＄

限られた
区域

市全域に！



１ 汚水処理事業の変遷１ 汚水処理事業の変遷

7 汚水処理の方針転換の４つの視点

⑶ せっかく付けた浄化槽を捨てさせるのか？

⇒ ６割の合併処理浄化槽人口が浄化槽を捨てて下水道に？？

＄ ＄
くみ取り便槽

単独処理浄化槽

合併処理浄化槽 下水道



１ 汚水処理事業の変遷１ 汚水処理事業の変遷

8 汚水処理の方針転換の４つの視点

⑷ 災害への備えを万全にしたい。

⇒ 地震などの被害は、個別復旧で短期再開が可能。

＜下水道＞

＜浄化槽＞
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２ 浄化槽整備事業の課題２ 浄化槽整備事業の課題



２ 浄化槽整備事業の課題２ 浄化槽整備事業の課題

10 田川市の汚水処理状況と課題（H30年度末時点）

不適切な施工
（７条検査不適正）

法定検査未受検

不適切な維持管理
（無管理）

適正な
浄化槽工事

適正な
浄化槽管理

赤・緑・青の「３つの課題」を解決するため様々な浄化槽整備手法を検討！

いかに早く
転換させるか？

狭小宅地地域で
どう推進するか？

汚水処理の
早期概成 年間１１０基程度

未整備人口４割

１０年概成

高い住民負担

不均一な施工

無管理浄化槽

不均一な維持管理

情報の分散管理
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３ 浄化槽による持続可能な汚水処理整備手法３ 浄化槽による持続可能な汚水処理整備手法



３ 浄化槽による持続可能な汚水処理整備手法３ 浄化槽による持続可能な汚水処理整備手法
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市町村設置型浄化槽整備事業の検討の視点

⑸ 浄化槽を総合的に管理するシステムの必要性

⑴ 市町村設置型浄化槽の検討

⑵ 個人に譲渡する動き

⑶ 運営上の問題

⑷ 担当職員への過度な負担

⇒ 直営か？PFIか？ PFI導入市町村が少ないのが実情？

⇒ 市町村設置から個人設置の流れ？

⇒ 休止浄化槽、修繕費増加、公費負担、使用料での維持管理費回収

⇒ 少額でも一通りの事務、公営企業会計の導入、職員の異動

⇒ 利用者別の管理報告書の整理・分析・改善
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課題デメリットメリット

市の財政負担が大きい。●市の財政負担の増加○住民負担の軽減

直営だと市の事務負担が大きい。
ＰＦＩ、公営企業会計実施などのハード
ルが高い。

●市の事務負担の増加
○施工の確実性向上
○維持管理の適正管理
○地域経済の活性化

将来にわたり永続的に個人の土地で市の
所有物を管理することとなるため、更新
費用のリスクがある。

●市の将来にわたる
更新費用の負担

○住民の将来にわたる
更新費用の負担軽減

適正な使用料金の設定が困難であるため、
将来的な人口減少や空家の増加に伴い、
増大する維持管理費用を使用料収入で賄
えない可能性がある。

●使用料設定が困難
●維持管理費用の増大

－

市町村設置型浄化槽整備事業の検討

本市の汚水処理状況や財政状況などを考えると、市町村設置型には解決できない

将来的なリスクがある・・・「持続的な事業実施はできない」と判断！



３ 浄化槽による持続可能な汚水処理整備手法３ 浄化槽による持続可能な汚水処理整備手法
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市町村設置型浄化槽整備事業の検討

・大きい住民負担
・整備進まない

・市所有物となる
・将来にわたるリスク

・料金設定や事業変更
への対応が難しい

・市の設置や管理への
関与が甘い

デメリット デメリット

・補助制度
・弾力的な事業が可能

・設置や管理に市が関与
・適正な整備が可能

・少ない住民負担
・早期整備が可能

・市所有物とならない
・将来のリスク少ない

メリット

持続可能な浄化槽整備事業として・・・
「個人設置・公的管理型浄化槽整備事業」を創出！！

「個人設置」だが
「市町村設置」の

「良い面」を
あわせ持つ！
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４ 新たな浄化槽整備事業の創出４ 新たな浄化槽整備事業の創出



４ 新たな浄化槽整備事業の創出４ 新たな浄化槽整備事業の創出

16 個人設置・公的管理型による市の関与の度合い

★あくまで個人が設置と管理をする個人設置型！
★設置や管理に市が積極的に関与する！



４ 新たな浄化槽整備事業の創出４ 新たな浄化槽整備事業の創出
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補助対象範囲の拡大

補助金額の上乗せ

登録工事店制度の導入

維持管理の一括契約

技術講習会の実施

管理票の整備

相談室の設置

個人設置 ・公的管理型浄化槽整備事業

≪本市が目指す最終目的≫

田川市民の健康で文化的な生活の確保

汚水処理人口普及率の増加

事業の効果

適正な施工・管理の保持

事業の効果

【
３
つ
の
課
題
】

適正な
浄化槽工事

不均一な施工

汚水処理の
早期概成

年間１１０基程度

未整備人口４割

１０年概成

高い住民負担

適正な
浄化槽管理

無管理浄化槽

不均一な維持管理

情報の分散管理

公共用水域の水質汚濁防止

＜事業の結果＞

公衆衛生の向上

生活環境の保全

公

的

管

理

財

政

支

援
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18 補助制度の拡充！「財政支援制度」について

上乗せ額の
段階的減少

事業費の抑制！

早期転換を促す！

11年目以降は、
上乗せはなくなり、

補助対象も

元に戻る。



４ 新たな浄化槽整備事業の創出４ 新たな浄化槽整備事業の創出
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公的管理を支える「田川市浄化槽技術向上協議会」

★目的★
浄化槽工事業者、浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者の技術の向上のため関係団体が相互に
連絡調整を図ること。

★設立（協議会規約の承認）★
平成３０年１１月１２日設立
令和４年４月１日（法定協議会）

★組織★
≪委員≫ 18人（現在委員数）
≪構成団体≫
・浄化槽システム協会
・福岡県浄化槽協会
・田川市管工事協同組合
・田川地区環境整備事業協同組合
・田川市【会長・事務局】
≪専門部会≫
・講習会部会
・工事部会
・維持管理部会

★協議会のようす★
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「田川市浄化槽技術向上協議会」のメリット

１ 浄化槽関係者との定期的な情報交換が可能

３ 市だけでは解決が困難な事例の相談が可能

２ 施工・維持管理・法定検査・メーカーの全ての情報収集が可能

４ 住民に近い立場の施工や維持管理団体などの協力により、多数の
人員による啓発や広報などが可能

５ 技術講習会の運営を通じて『チーム浄化槽』の意識の醸成が可能

行政だけで解決できない浄化槽の課題を協議し、
情報・知識・意識の向上を図ることができる場
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技術の向上と平準化を目指す「田川市浄化槽技術講習会」

★現状と課題★
・浄化槽の新たな見識を浄化槽関係者で共有する場がなく、技術に差が生じている。

★目的★
・浄化槽の新たな見識を浄化槽関係者で共有できる場の提供
・浄化槽関係者の技術の向上と平準化
・業種間における連携強化

★概要★
・毎年２月頃、市主催で『田川市浄化槽技術講習会』を開催
・５つの柱の１つである浄化槽相談室からフィードバックされた議題などを踏まえ内容設定
・受講資格不要
・受講料なし
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市

①主催

浄化槽設備士（登録工事店） 浄化槽管理士及び清掃作業者

技術講習会

③受講 ③受講

④受講証 ④受講証

技術向上協議会

②運営

「田川市浄化槽技術講習会」実施フロー



４ 新たな浄化槽整備事業の創出４ 新たな浄化槽整備事業の創出

23 「田川市浄化槽技術講習会」の様子

講習会の様子

講習会テキスト

受講証
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均一で適正な施工を担保する「田川市浄化槽登録工事店」

★現状と課題★
・一定の技術水準に満たない浄化槽の施工
・不徹底な現場管理

★目的★
・均一で適正な施工を図り、現場管理を徹底する。

★概要★
・技術講習会を受講した浄化槽設備士が、県の登録又は届出浄化槽工事業者に在籍している

状態で、市へ登録工事店登録届出を行うことで『田川市浄化槽登録工事店』となる。
・財政支援の要件
・毎年度登録届出が必要
・随時市ウェブページで公開
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25 「田川市浄化槽登録工事店」実施フロー

工事業者（登録工事店）

住民

⑦代金支払

⑤工事施工

④補助金申請

②登録

⑧補助金交付

市

⑥中間・完了検査

①登録届出

③工事依頼
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「田川市浄化槽登録工事店」登録実績

≪田川市内≫

計１７業者

≪田川市外≫

計３６業者

合計５３業者
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適正で継続的な維持管理の実現「浄化槽維持管理一括契約」

★現状と課題★
・市補助金交付後の維持管理契約状況の継続把握が困難。

★目的★
・市で継続的に維持管理状況を把握
・適正で継続した維持管理の実現
・無管理及び自主管理浄化槽の抑制

★概要★
・技術講習会を受講した浄化槽管理士又は清掃作業者が所属する浄化槽維持管理

業者と『浄化槽維持管理一括契約』を継続的に締結する。
・財政支援の要件
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28 「浄化槽維持管理一括契約」実施フロー

浄化槽管理者（住民）

市

①補助金申請
⑥補助金返還請求

②維持管理委託 ③維持管理実施一 括
契 約

⑤契約解除報告

（統）保守点検業者・清掃業者

④補助金交付
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29 「浄化槽維持管理一括契約」標準様式
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窓口一元化でサービス向上と情報共有化「浄化槽相談室」

★現状と課題★
・市と浄化槽関係者の間で苦情内容や解決方法等を共有する体制がない。

★目的★
・市と浄化槽関係者の間での情報共有体制の確立
・情報共有による知識・技術の向上
・住民サービス向上

★概要★
・市に設置した『浄化槽相談室』で、浄化槽に関する相談を一元化
・浄化槽管理票も活用することで、同種の相談の円滑な解決を図る。
・相談内容を技術講習会にフィードバックし、更なる浄化槽技術の向上を図る。
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③連携

31 「浄化槽相談室」実施フロー

相談室（市）

技術講習会

住民

浄化槽関係者

②閲覧

④相談・苦情対応

浄化槽管理票

⑤フィードバック ⑥フィードバック

①相談・苦情
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32 「浄化槽相談室」の様子
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公的管理の
５つの柱は、
お互いが関連。

公的管理は
財政支援とも
関連している。

適正管理と
早期整備が
実現！！

公的管理と
財政支援を
パッケージ
として実施。

市

住民

維持管理業者
浄化槽工事業者

【県登録】
③受講証

【Ａ】

技術講習会

①主催

②受講 ②受講

③受講証

【Ｂ】登録工事店

⑥補助金

申請

⑧補助金

交付

浄化槽工事

請負契約書

【Ｃ】

維持管理

一括契約書

【Ｄ】

浄化槽

管理票

⑨作成
⑪記載

指定検査機関

【Ｅ】相談室

⑫相談

⑬閲覧

浄化槽メーカー

⑯相談対応

⑩
情
報
提
供

⑮連携

⑤契約

⑤契約 ⑦契約

⑦契約

浄化槽浄化槽工事の実施 浄化槽維持管理の実施

(統)保守点検業者
【県登録】

清掃業者

【市許可】

技術向上協議会

⑰フィードバック

④登録届出 ⑭報告

（契約解除等）

33 公的管理の５つの柱と財政支援の関係性
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34 公的管理（５つの柱）について

市主催の浄化槽に関する技術向上を目的とし、浄化槽相談室からフィードバックされた議題

などを踏まえ、『田川市浄化槽技術講習会』を毎年２月頃開催する。受講資格不要・受講料

なし。

浄化槽

技術講習会
①

技術講習会を受講した浄化槽設備士が、県の登録又は届出浄化槽工事業者に在籍してい

る状態で、市へ登録工事店登録届出を行うことで『田川市浄化槽登録工事店』となる。随時

市ウェブページで公開。毎年登録届出が必要。【財政支援の要件】

浄化槽

登録工事店
②

技術講習会を受講した浄化槽管理士又は清掃作業者が所属する浄化槽維持管理業者と

『浄化槽維持管理一括契約』を継続的に締結する。【財政支援の要件】

浄化槽維持

管理一括契約
③

浄化槽ごとの管理状況を業種間で横断的かつ継続的に把握することができる『浄化槽管理

票』によって、維持管理一括契約の解除情報の把握などが可能となり、浄化槽の適正管理

を図る。

浄化槽

管理票
④

市に設置した『浄化槽相談室』で浄化槽に関する相談を一元化し、浄化槽管理票の活用な

どにより、同種の相談の円滑な解決を図る。また、相談内容を技術講習会にフィードバック

することで、更なる浄化槽技術の向上を図る。

浄化槽

相談室
⑤

財政支援を含めて公的管理５つの柱を「相互的」に実施することが重要！！



従来 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 10年間計
H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 (R1～R10)

96基 244基 368基 493基 492基 491基 391基 390基 389基 289基 288基 3,835基

新設基数 83基 82基 81基 80基 79基 78基 77基 76基 75基 75基 74基 777基

転換基数 13基 162基 287基 413基 413基 413基 314基 314基 314基 214基 214基 3,058基

61.5% 62.7% 64.5% 66.9% 69.3% 71.6% 73.5% 75.3% 77.2% 78.6% 80.0% －
汚水処理
人口普及率

事業対象
整備基数

４ 新たな浄化槽整備事業の創出４ 新たな浄化槽整備事業の創出
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費用項目

3,790,322千円事業費

777,190千円国交付金

財源内訳 723,268千円県補助金

2,289,864千円市負担額

個人設置・公的管理型浄化槽整備事業による整備計画

１０年間で
約２３億円の
市負担額



件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

５か年平均① 91件 78% 25件 22% 23件 20% 3件 2%

R３　② 62件 26% 177件 74% 106件 44% 71件 30%

②－① -29件 -52% 152件 52% 83件 35% 68件 27%

239件

117件

122件

年度 合計うちくみ取り うち単独

新設 転換

26%

78%

44%

20%

30%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和3年度

過去5か年平均
（Ｈ26～30）

新設 くみ取り転換 単独転換

４ 新たな浄化槽整備事業の創出４ 新たな浄化槽整備事業の創出

36 個人設置・公的管理型浄化槽整備事業の進捗状況

過去５か年の申請実績割合との比較（令和４年３月３1日時点）
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５ 今後の取組と展望５ 今後の取組と展望
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１ 柔軟な対応ができる浄化槽

２ 汚水処理方式の転換の受け皿としての浄化槽

３ 身の丈に合った持続可能な整備手法としての浄化槽

４ 維持管理費の再検討が必要な浄化槽（⇒今後取組むべき課題）

人口減少社会では柔軟に対応できる個別、個人を基本とした浄化槽のシステム
が有用。

集合処理から個別処理への汚水処理方式転換の受け皿としての個別処理システ
ムには、それだけの価値がある。

地域の現状と自治体の財政力を直視し、浄化槽関係者が知恵を出し合って、身
の丈に合った整備手法として永続できる安定した維持管理システムを構築し、連
携して対処することが必要。

浄化槽利用者の目線に立って、コスト削減につながる省力化技術の開発が必要。

浄化槽整備のポテンシャルと課題
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新たな浄化槽整備事業の模索

⇒市町村設置型の検討など

個人設置・公的管理型浄化槽整備事業の創出

⇒個人設置と市町村設置のベストミックス

確かな事業効果の発揮による事業の「確立」

⇒補助申請件数の倍増・転換の増加

残る課題の検出と課題解決への対応
⇒申請件数の継続・狭小宅地への設置 等

創出

模索

確立

課題解決

持続可能な
整備手法の確立
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１ 継続的な補助金申請基数の確保

２ 狭小宅地地域への浄化槽整備推進

「田川市浄化槽技術向上協議会」を通じて、くみ取便槽及び単独処理浄化槽
の管理者等に対して臨戸訪問による啓発チラシの配布を行う。

狭小宅地地域の住民等に対し、浄化槽設置に関する「意向調査及び現地調
査」を行い、浄化槽設置への「個別対応」を行っていく。

３ 維持管理費の再検討

浄化槽利用者の目線に立って、料金の再検討などコスト削減につながる
省力化技術の開発に向けた取組の検討。

今後の「取組」について
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「田川市浄化槽技術向上協議会」を通じた啓発の取組

「田川市浄化槽技術向上協議会」の維持管理業者が主体となって、田川市内
のくみ取り便槽又は単独処理浄化槽を使用者に様々なチラシを配布してもらい
ました。

現在の「取組」について

市の相談室には、こうしたチラシを見たと言って、多くの方が相談に来ています。



５ 今後の取組と展望５ 今後の取組と展望
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「田川市浄化槽技術向上協議会」を通じた啓発の取組

「田川市浄化槽技術向上協議会」の管工事部門からの提案で、田川市で
開催されたTAGAWAコールマインフェスティバルに出店し、浄化槽啓発活動
を行いました。

現在の「取組」について

設置業者、維持管理業者、法定検査機関、
メーカー、市が協力して実施！

２００名以上の来場がありました！
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５ 今後の取組と展望５ 今後の取組と展望

現在の「取組」について 「広報たがわ」への掲載
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１ 時代に即した事業への改善

２ 「田川市浄化槽技術向上協議会」主導による事業運営

「浄化槽相談室」や「アンケート調査」で得られたデータの積極的
な活用や浄化槽関係者の更なる連携により、住民ニーズを詳細に把握
し、反映させる。

将来的には、浄化槽業界の更なる「力」の向上が実現し、田川市浄化
槽技術向上協議会主導（行政はサポート）による事業運営を目指す。

今後の「展望」について

★長期的な展望（５～10年程度）

☆中期的な展望（３～５年程度）



おわりにおわりに
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